
道路占用許可申請書（３枚複写） 道路使用許可申請書

添付書類（案内、平面、断面、立面図）２部 （警視庁HPをご覧ください。）

道路使用許可書の発行

内容審査と内部決裁をいたします。

（許可までに一週間程度掛かります）

占用担当の窓口にて道路占用許可書をお
渡しするとともに占用料をお支払いいただき
ます。

その場で両申請書に区役所の受付印を押印します。（仮受付）

道路占用許可 道路使用許可

所轄警察署長の意見欄に記入・押印を受
る。

所轄警察署の説明・指導に従ってく
ださい。

両申請書を所轄警察署に提出

世田谷区役所土木部土木計画調整課占用担当（世田谷区玉川１－２０－１　二子玉川分
庁舎B棟3階）の窓口に両申請書を提出

所轄警察署長の意見欄に記入・押印を受け
た申請書を占用担当の窓口に提出する。
（本受付）

（受取りまでに即日～３日程度掛かります。）

申請の流れ　区道の場合

許可書が下り次第、電話にて連絡を差し上
げるとともに占用料金をお知らせいたしま
す。


